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附則

第 １ 章 総 則

（ 目 的 ）

第 １ 条 こ の 訓 令 は 、 防 衛 装 備 庁 に お け る 電 波 の 監 理 を

計 画 的 に 実 施 す る と と も に 移 動 局 等 の 監 理 に 関 す る 業

務 を 円 滑 に 行 う た め 、 電 波 使 用 に 関 す る 計 画 等 、 法 定

局 の 開 設 等 並 び に 移 動 局 等 の 周 波 数 等 の 指 定 申 請 、 開

設 、 変 更 及 び 廃 止 の 手 続 並 び に 移 動 局 等 の 検 査 並 び に

無 線 資 格 者 の 資 格 試 験 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め

る こ と を 目 的 と す る 。

第 ２ 章 電 波 使 用 に 関 す る 計 画 等

（ 電 波 使 用 状 況 調 査 ）

第 ２ 条 自 衛 隊 の 電 波 の 監 理 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 １ ８ 年

防 衛 庁 訓 令 第 ３ ４ 号 。 以 下 「 省 訓 令 」 と い う 。 ） 第 ４

条 第 ２ 項 に 定 め る と こ ろ に よ り 電 波 使 用 状 況 調 査 を 実

施 す る と き は 、 防 衛 装 備 庁 長 官 （ 以 下 「 長 官 」 と い う

。 ） は 、 長 官 官 房 装 備 官 、 長 官 官 房 装 備 開 発 官 、 調 達



事 業 部 長 、 研 究 所 長 及 び 試 験 場 長 （ 以 下 「 長 官 官 房 装

備 官 等 」 と い う 。 ） に 、 対 象 と な る 周 波 数 帯 を 通 知 す

る 。

２ 前 項 の 通 知 を 受 け た 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 対 象 と な

る 周 波 数 帯 を 使 用 す る 移 動 局 等 に つ い て 電 波 使 用 状 況

調 査 を 実 施 し 、 そ の 結 果 を プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 部 長 に 報

告 し な け れ ば な ら な い 。

（ 中 期 電 波 使 用 計 画 ）

第 ３ 条 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 計 画 に

つ い て 中 期 電 波 使 用 計 画 を 毎 年 ３ 月 ５ 日 ま で に 作 成 し

、 プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 部 長 に 通 知 す る も の と す る 。

⑴ 当 該 年 度 （ 中 期 電 波 使 用 計 画 を 作 成 す る 年 度 の 翌

年 度 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 以 降 概 ね ５ 箇 年 の 間 に 新

た に 電 波 の 使 用 を 予 定 し て い る 計 画

⑵ や む を 得 な い 事 情 に よ り 当 該 年 度 か ら 新 た に 電 波

を 使 用 す る こ と が 必 要 と な っ た 計 画

⑶ 既 に 電 波 の 割 当 て を 受 け て い る も の で 、 当 該 年 度

及 び そ の 翌 年 度 中 に 有 効 期 限 が 到 来 し 更 に 期 限 延 長



を し て 継 続 使 用 す る 計 画

⑷ 電 波 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ３ １ 号 ） 第 １ ０ ０ 条

第 １ 項 で 規 定 す る 高 周 波 利 用 設 備 の 使 用 を 新 た に 予

定 し て い る 計 画

２ 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 前 項 に よ り 作 成 し た 中 期 電 波

使 用 計 画 の 細 部 資 料 を 別 記 様 式 第 １ に よ り 作 成 し 、 所

要 の 時 期 ま で に プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 部 長 に 送 付 す る も の

と す る 。

３ 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 中 期 電 波 使 用 計 画 に 重 要 な 修

正 を 加 え る 必 要 が 生 じ た 場 合 に は 、 速 や か に 、 修 正 の

上 プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 部 長 に 通 知 す る も の と す る 。

第 ３ 章 法 定 局 等 の 開 設 等

（ 法 定 局 等 の 開 設 等 ）

第 ４ 条 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 中 期 電 波 使 用 計 画 を 踏 ま

え 、 電 波 法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 （ 以 下 「 電 波 法 令 」

と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 法 定 局 等 の 承 認 又 は 登 録 を

受 け る 必 要 が あ る と き は 、 そ の 申 請 に 必 要 な 資 料 を 作

成 し 、 長 官 に 上 申 し な け れ ば な ら な い 。



２ 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 省 訓 令 第 ７ 条 第 ３ 項 に 定 め る

法 定 局 等 の 申 請 等 の 必 要 が あ る と き は 、 そ の 申 請 に 必

要 な 資 料 を 作 成 し 、 長 官 に 上 申 し な け れ ば な ら な い 。

第 ４ 章 移 動 局 等 の 開 設 等 の 手 続

（ 周 波 数 等 の 指 定 申 請 ）

第 ５ 条 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 移 動 局 等 に よ り 現 に 指 定

さ れ て い な い 周 波 数 等 の 使 用 、 周 波 数 等 の 使 用 に 係 る

指 定 条 件 の 変 更 等 を 必 要 と す る と き は 、 周 波 数 等 指 定

申 請 書 （ 別 記 様 式 第 ２ ） を 添 え て 長 官 に 上 申 し な け れ

ば な ら な い 。

（ 周 波 数 等 の 指 定 ）

第 ６ 条 長 官 は 、 省 訓 令 第 ９ 条 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 に 定 め

る と こ ろ に よ り 周 波 数 等 の 指 定 及 び 呼 出 符 号 の 指 定 を

受 け た と き は 、 そ の 指 定 内 容 を 長 官 官 房 装 備 官 等 に 通

知 す る 。

（ 開 設 ）

第 ７ 条 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 移 動 局 等 を 開 設 し よ う と

す る と き は 、 移 動 局 等 開 設 事 項 書 （ 別 記 様 式 第 ３ ） 及



び 省 訓 令 第 １ １ 条 に 定 め る そ の 他 別 に 定 め る 事 項 を 添

え て 長 官 に 上 申 し な け れ ば な ら な い 。

（ 承 認 後 の 変 更 ）

第 ８ 条 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 移 動 局 等 の 開 設 の 承 認 後

に 、 移 動 局 等 の 種 別 、 無 線 機 材 の 種 類 及 び 数 量 等 を 変

更 す る 必 要 が あ る 場 合 は 、 前 条 の 規 定 に 準 じ て 長 官 に

変 更 の 上 申 を し な け れ ば な ら な い 。

（ 承 認 書 ）

第 ９ 条 長 官 は 、 省 訓 令 第 １ ５ 条 （ 第 １ ７ 条 第 ３ 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 定 め る と こ ろ に よ り 承

認 書 の 交 付 を 受 け た と き は 、 そ の 承 認 書 を 長 官 官 房 装

備 官 等 に 送 付 す る 。

（ 承 認 書 の 再 交 付 ）

第 １ ０ 条 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 承 認 書 を 破 損 、 汚 損 又

は 亡 失 し た と き は 、 再 交 付 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 ４ ） を

添 え て 長 官 に 再 交 付 を 上 申 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 条 の 規 定 は 、 承 認 書 の 再 交 付 の 場 合 に 準 用 す る 。

（ 承 認 書 の 返 納 ）



第 １ １ 条 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 第 ８ 条 の 変 更 に 係 る 承

認 書 若 し く は 前 条 第 １ 項 の 再 交 付 に 係 る 承 認 書 を 送 付

さ れ た と き 又 は 移 動 局 等 を 廃 止 し た と き は 、 遅 滞 な く

旧 承 認 書 又 は 廃 止 し た 移 動 局 等 の 承 認 書 を 長 官 に 返 納

し な け れ ば な ら な い 。

（ 無 線 資 格 者 の 配 置 ）

第 １ ２ 条 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 移 動 局 等 に 無 線 資 格 者

を 配 置 し た と き 又 は 無 線 資 格 者 を 交 代 さ せ た と き は 、

速 や か に 無 線 資 格 者 配 置 報 告 書 （ 別 記 様 式 第 ５ ） を 長

官 に 提 出 す る も の と す る 。

第 ５ 章 移 動 局 等 の 検 査

（ 検 査 官 の 命 免 手 続 ）

第 １ ３ 条 長 官 は 、 検 査 官 を 命 ず る た め に 必 要 が あ る と

認 め る 場 合 に は 、 長 官 官 房 装 備 官 等 に 対 し 検 査 官 適 格

者 を 推 薦 す る よ う 指 示 す る 。

２ 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 前 項 の 指 示 を 受 け た 場 合 に は

、 所 属 職 員 の う ち 防 衛 技 官 又 は 幹 部 自 衛 官 で 、 か つ 、

次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 者 を 検 査 官 適 格 者 上 申 書 （ 別



記 様 式 第 ６ ） に よ り 長 官 に 上 申 す る も の と す る 。

⑴ 第 一 級 総 合 無 線 通 信 士 、 第 二 級 総 合 無 線 通 信 士 、

第 一 級 陸 上 無 線 技 術 士 又 は 第 二 級 陸 上 無 線 技 術 士 の

資 格 を 有 す る 者

⑵ 自 衛 隊 の 甲 種 の 無 線 資 格 を 有 す る 者

⑶ 大 学 （ 短 期 大 学 及 び 防 衛 大 学 校 、 海 上 保 安 大 学 校

を 含 む 。 ） 又 は 高 等 専 門 学 校 の 電 気 工 学 科 、 通 信 工

学 科 、 無 線 通 信 科 等 の 卒 業 者

⑷ 前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 無 線 通 信 業 務 に つ い

て ５ 年 以 上 の 経 験 を 有 す る 者

３ 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 所 属 の 職 員 で 検 査 官 を 命 じ ら

れ て い る 者 が 異 動 し た 場 合 に は 長 官 に 報 告 す る も の と

し 、 検 査 官 を 免 じ る 理 由 が 生 じ た と 認 め る 場 合 に は 長

官 に 上 申 す る も の と す る 。

４ 長 官 は 、 検 査 官 を 命 免 し た と き は 、 そ の 職 員 が 所 属

す る 長 官 官 房 装 備 官 等 に 通 知 す る 。

（ 検 査 官 の 指 定 及 び 検 査 実 施 期 日 ）

第 １ ４ 条 検 査 官 は 、 省 訓 令 第 ２ ０ 条 に 掲 げ る 区 分 に よ



り 長 官 か ら 検 査 を 命 じ ら れ た と き は 、 検 査 実 施 予 定 日

の ２ 週 間 前 ま で に 移 動 局 等 検 査 実 施 通 知 書 （ 別 記 様 式

第 ７ ） に よ り 受 検 す る 長 官 官 房 装 備 官 等 に 通 知 す る も

の と す る 。

１ 省 訓 令 第 ２ ０ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る あ ら か じ め 定 め る

期 日 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 月 に お い て 検 査 官 が 通 知 す

る 日 と す る 。

⑴ 移 動 局 等 を 開 設 し た 時 期 が ４ 月 か ら ９ 月 ま で の 間

で あ る も の に あ っ て は 、 毎 年 度 １ 月

⑵ 移 動 局 等 を 開 設 し た 時 期 が １ ０ 月 か ら ３ 月 ま で の

間 で あ る も の に あ っ て は 、 毎 年 度 ７ 月

（ 受 検 の 準 備 ）

第 １ ５ 条 検 査 を 受 け る 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 検 査 に 際

し て 必 要 な 測 定 器 類 及 び 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 準 備

す る も の と す る 。

⑴ 承 認 書

⑵ 無 線 検 査 表

⑶ 無 線 業 務 日 誌 （ 別 記 様 式 第 ８ ）



⑷ 無 線 機 材 一 覧 表 （ 別 記 様 式 第 ９ ）

⑸ 無 線 資 格 者 名 簿 （ 別 記 様 式 第 １ ０ ）

⑹ 無 線 機 材 の 試 験 報 告 書 又 は 検 査 成 績 書

⑺ 電 波 法 令 の 集 録

⑻ そ の 他 検 査 官 の 指 示 す る も の

（ 検 査 の 立 会 ）

第 １ ６ 条 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 受 検 に 際 し 当 該 移 動 局

等 に 係 る 機 関 （ 長 官 官 房 装 備 開 発 官 、 調 達 事 業 部 、 研

究 所 及 び 試 験 場 の 班 又 は 研 究 室 等 を い う 。 ） の 責 任 者

及 び 無 線 資 格 者 を 立 会 わ せ て 検 査 が 能 率 的 に 実 施 で き

る よ う 協 力 す る も の と す る 。

（ 検 査 実 施 後 の 検 査 官 の 措 置 ）

第 １ ７ 条 検 査 官 は 、 検 査 を 実 施 し た と き は 、 そ の 判 定

、 指 示 事 項 そ の 他 所 要 事 項 を 無 線 検 査 表 に 記 入 す る と

と も に 、 移 動 局 等 検 査 報 告 書 （ 別 記 様 式 第 １ １ ） に よ

り 長 官 に 報 告 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 移

動 局 等 検 査 報 告 書 の 写 を 当 該 長 官 官 房 装 備 官 等 に 送 付

す る も の と す る 。



２ 検 査 官 は 、 次 条 に 定 め る と こ ろ に よ り 通 知 を 受 け た

場 合 に は 、 そ の 措 置 を 確 認 の う え 移 動 局 等 検 査 報 告 書

に よ り 長 官 に 報 告 す る も の と す る 。

（ 長 官 官 房 装 備 官 等 の 措 置 ）

第 １ ８ 条 長 官 官 房 装 備 官 等 は 、 検 査 官 の 指 示 事 項 に つ

い て は 、 遅 滞 な く 所 要 の 措 置 を と る と と も に そ の 結 果

を 検 査 官 に 通 知 す る も の と す る 。

第 ６ 章 無 線 資 格 者 試 験

（ 無 線 資 格 者 試 験 及 び 試 験 時 期 ）

第 １ ９ 条 無 線 資 格 者 の 資 格 を 付 与 す る た め の 資 格 試 験

（ 以 下 「 無 線 資 格 者 試 験 」 と い う 。 ） は 、 省 訓 令 別 表

第 ２ 左 欄 に 掲 げ る 全 資 格 区 分 に つ い て 行 う 。 た だ し 、

受 験 者 の な い 資 格 区 分 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 前 項 の 無 線 資 格 者 試 験 は 、 原 則 と し て 毎 年 １ 回 ３ 月

に 実 施 す る 。

（ 試 験 実 施 要 領 等 ）

第 ２ ０ 条 無 線 資 格 者 試 験 の 試 験 実 施 要 領 、 採 点 要 領 及

び 合 格 判 定 基 準 は 、 別 表 の と お り と す る 。



（ 試 験 実 施 責 任 者 ）

第 ２ １ 条 無 線 資 格 者 試 験 の 実 施 責 任 者 （ 以 下 「 試 験 実

施 責 任 者 」 と い う 。 ） は 、 プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 部 長 を も

っ て 充 て 、 試 験 問 題 案 の 作 成 、 試 験 の 実 施 そ の 他 無 線

資 格 者 試 験 に 関 す る 事 務 を 行 う も の と し 、 必 要 な 細 部

事 項 は 、 試 験 実 施 責 任 者 が 定 め る 。

（ 試 験 官 等 ）

第 ２ ２ 条 試 験 実 施 責 任 者 は 、 防 衛 装 備 庁 所 属 の 職 員 （

以 下 「 職 員 」 と い う 。 ） の う ち か ら 試 験 官 を 指 名 し 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 を 行 わ せ る も の と す る 。

⑴ 受 験 者 の 確 認

⑵ 試 験 の 実 施 及 び 監 督

⑶ 試 験 答 案 の 採 点

⑷ 合 格 基 準 該 当 者 （ 合 格 予 定 者 ） の 判 定

⑸ 試 験 関 係 報 告 資 料 等 の 作 成

⑹ そ の 他 必 要 と 認 め る 事 項

２ 試 験 実 施 責 任 者 は 、 職 員 の う ち か ら 試 験 補 助 官 若 干

名 を 指 名 し 、 試 験 官 の 補 助 を 行 わ せ る こ と が で き る 。



（ 受 験 者 名 簿 の 送 付 ）

第 ２ ３ 条 長 官 官 房 総 務 官 、 長 官 官 房 人 事 官 、 長 官 官 房

会 計 官 、 長 官 官 房 監 察 監 査 ・ 評 価 官 、 長 官 官 房 艦 船 設

計 官 、 長 官 官 房 装 備 官 等 及 び 調 達 事 業 部 長 を 除 く 内 部

部 局 の 部 長 （ 以 下 「 長 官 官 房 総 務 官 等 」 と い う 。 ） は

、 所 属 の 職 員 で 無 線 資 格 者 試 験 の 受 験 希 望 者 （ 以 下 「

受 験 者 」 と い う 。 ） が あ る と き は 、 受 験 者 名 簿 （ 別 記

様 式 第 １ ２ ） を 作 成 し 、 毎 年 １ ２ 月 １ ０ 日 ま で に 試 験

実 施 責 任 者 に 送 付 す る も の と す る 。

２ 長 官 官 房 総 務 官 等 は 、 前 項 に 定 め る 受 験 者 名 簿 の 送

付 後 に 、 受 験 者 の 異 動 等 に よ り 受 験 の 取 り 消 し 等 の 変

更 を 行 う 必 要 が あ る 場 合 に は 、 そ の 都 度 試 験 実 施 責 任

者 に 通 知 す る も の と す る 。

（ 試 験 終 了 後 の 措 置 ）

第 ２ ４ 条 試 験 実 施 責 任 者 は 、 試 験 の 結 果 を 整 理 し 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 長 官 に 報 告 す る も の と す

る 。

⑴ 試 験 実 施 成 果 要 約 表 （ 別 記 様 式 第 １ ３ ）



⑵ 総 合 合 格 予 定 者 名 簿 （ 別 記 様 式 第 １ ４ ）

⑶ 科 目 別 合 格 予 定 者 名 簿 （ 別 記 様 式 第 １ ５ ）

⑷ 受 験 者 採 点 表 （ 受 験 者 名 簿 に 点 数 を 記 入 し た も の

）

（ 合 格 者 の 通 知 及 び 証 明 書 の 交 付 ）

第 ２ ５ 条 長 官 は 、 無 線 資 格 者 試 験 の 総 合 合 格 者 及 び 科

目 別 合 格 者 に 対 す る 合 格 の 通 知 並 び に 総 合 合 格 者 に 対

す る 省 訓 令 第 ２ ７ 条 第 ２ 項 に 定 め る 証 明 書 の 交 付 は 、

そ れ ぞ れ の 当 該 者 が 所 属 す る 長 官 官 房 総 務 官 等 を 経 由

し て 行 う 。

（ 試 験 答 案 等 の 取 扱 い ）

第 ２ ６ 条 試 験 実 施 責 任 者 は 、 前 条 の 合 格 者 の 決 定 ま で

試 験 答 案 を 保 管 す る も の と し 、 そ の 後 で 残 余 の 試 験 問

題 及 び 正 解 表 と と も に 破 棄 す る も の と す る 。

第 ７ 章 雑 則

（ 委 任 規 定 ）

第 ２ ７ 条 省 訓 令 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 事 務 に つ

い て は 、 別 途 調 達 事 業 部 長 が 定 め る も の と す る 。



附 則 （ 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 １ 日 庁 訓 第 １ ９ 号 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 訓 令 の 施 行 の 際 、 技 術 研 究 本 部 の 電 波 の 監 理 に

関 す る 達 （ 平 成 １ ８ 年 技 術 研 究 本 部 達 第 ２ ７ 号 ） 及 び

装 備 施 設 本 部 の 電 波 の 監 理 規 程 に つ い て （ 装 本 総 務 第

１ ３ ５ ６ 号 。 ２ ３ ． ４ ． １ ） の 規 定 に よ り 現 に 行 わ れ

て い る 措 置 は 、 こ の 訓 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 行 わ れ

て い る も の と み な す 。

３ こ の 訓 令 の 施 行 の 日 前 に 手 続 中 の 移 動 局 等 の 開 設 手

続 及 び 開 設 し た 移 動 局 等 に 係 る 手 続 に つ い て は 、 こ の

訓 令 の 規 定 に よ り 行 わ れ た も の と み な す 。

附 則 （ 令 和 元 年 ７ 月 １ 日 庁 訓 第 ３ 号 ）

こ の 訓 令 は 、 令 和 元 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 庁 訓 第 １ ２ 号 ）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 訓 令 は 、 令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。



（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に あ る こ の 訓 令 に よ る 改 正 前

の 様 式 （ 次 項 に お い て 「 旧 様 式 」 と い う 。 ） に よ り 使

用 さ れ て い る 書 類 は 、 こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 様 式 に

よ る も の と み な す 。

３ こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に あ る 旧 様 式 に よ る 用 紙 に つ

い て は 、 当 分 の 間 、 こ れ を 取 り 繕 っ て 使 用 す る こ と が

で き る 。

附 則 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 庁 訓 第 ３ 号 ）

こ の 訓 令 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



別 表 （ 第 ２ ０ 条 関 係 ）

試 験 実 施 要 領 、 採 点 要 領 及 び 合 格 判 定 基 準

１ 試 験 実 施 要 領

⑴ 筆 記 試 験

技 術 １ 時 間 （ １ ０ 問 ）

法 規 １ 時 間 （ １ ０ 問 ）

英 語 １ 時 間 （ ４ 問 ）

⑵ 実 施 試 験

実 地 試 験 は 、 実 技 の 実 施 に つ い て 、 長 官 か ら 陸 上

自 衛 隊 、 海 上 自 衛 隊 又 は 航 空 自 衛 隊 に 依 頼 し て 行 う

。

２ 採 点 要 領

⑴ 筆 記 試 験

ア 法 規 、 英 語 及 び 技 術 の 各 科 目 は 、 そ れ ぞ れ １ ０

０ 点 満 点 と し 、 各 問 の 配 点 は 、 解 答 表 に 示 す と こ

ろ に よ る 。

イ 省 訓 令 第 ３ ０ 条 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 法 規 の 試 験

科 目 の 一 部 を 免 除 さ れ た 受 験 者 に つ い て は 、 受 験



す る 試 験 科 目 の 合 計 点 を １ ０ ０ パ ー セ ン ト と し 、

正 解 率 を も っ て 表 示 す る 。

⑵ 実 地 試 験

減 点 方 式 と し 、 次 の と お り 採 点 す る 。

３ 合 格 判 定 基 準

⑴ 科 目 別 合 格 基 準

科目 和文及び 和文及び

欧文電信 欧文電話

満点 送信 受信 送信 受信

減点項目 ５０点 ５０点 ５０点 ５０点

誤字１字ごと 1.5 1.5 1.5 1.5

冗字１字ごと 1.5 1.5 1.5 1.5

説字１字ごと 1.5 1.5 1.5 1.5

字体判読不能１字ごと 0.5 0.5

発信（音）聴取不能１字 0.5 0.5

ごと

訂正方法の誤り１字ごと 0.5 0.5

訂正３回ごと 0.5 0.5

送信（話）未了２字ごと 0.5 0.5



ア 筆 記 試 験

法 規 、 英 語 及 び 技 術 の 各 科 目 は 、 そ れ ぞ れ の 合

計 が ６ ０ 点 以 上 を 合 格 と す る 。 な お 、 第 ２ の 項 ⑴

イ の 場 合 は 、 受 験 科 目 全 問 題 の 配 点 合 計 の ６ ０ パ

ー セ ン ト に 相 当 す る 点 数 以 上 を 合 格 と す る 。

イ 実 地 試 験

和 文 電 信 、 欧 文 電 信 、 和 文 電 話 及 び 欧 文 電 話 の

そ れ ぞ れ が ７ ０ 点 以 上 を 合 格 と す る 。

⑵ 総 合 合 格 基 準

資 格 に 対 応 す る 全 部 の 科 目 が 、 科 目 別 合 格 基 準 に

適 合 し た 者 を 合 格 と す る 。



別 記 様 式 第 １ （ 第 ３ 条 関 係 ）

件 名

電波使用計画説明資料

年 月 日

防衛装備庁

１ 概要

２ 運用構想図

３ 計画線表

４ 希望する周波数、占有周波数帯幅、電波型式、空中線電力

及び使用地域並びに使用期間

５ 周波数の選定理由

６ 占有周波数帯幅の算出根拠

７ 電波型式を決定した理由

８ 空中線電力の算出根拠

９ 使用地域の選定理由

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、横に使用する。



別 記 様 式 第 ２ （ 第 ５ 条 関 係 ）

周波数等指定申請書

件 名

１ 必要とする理由

２ 希望する周波数等

装置名 電波型式 周波数 空中線電力 業務の種別 備 考

３ 使用地域

４ 使用期間

５ その他（必要な場合）

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、縦に使用する。



別 記 様 式 第 ３ （ 第 ７ 条 、 第 ８ 条 関 係 ）

移動局等開設・変更事項書

機 関 名

使 用 目 的

移動局等の種別

無線機材の種類 数 量 参 考 事 項

備

考

注１ 機関名は、班、研究室等まで記入する。

２ 不用の文字は、消除して使用する。

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、縦に使用する。

４ 変更に係る上申に使用する場合は、備考に理由を記載する。



別 記 様 式 第 ４ （ 第 １ ０ 条 関 係 ）

再 交 付 申 請 書

無線局承認書

機 関 名

移動局等の種別

無線機材の種類 数 量 参 考 事 項

理

由

注１ 機関名は、班、研究室等まで記入する。

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、縦に使用する。



別 記 様 式 第 ５ （ 第 １ ２ 条 関 係 ）

無線資格者配置報告書

令和 年 月 日

防衛装備庁長官 殿

（プロジェクト管理部事業計画官気付）

長官官房装備官等

無線資格者の配置について、下記のとおり報告する。

記

無線局承認番号 装 第 号（ ． ． ）

配 置 理 由

配 置 年 月 日

無線資格者氏名 資格種別 備 考

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、縦に使用する。



別 記 様 式 第 ６ （ 第 １ ３ 条 関 係 ）

検査官適格者上申書

令和 年 月 日

防衛装備庁長官 殿

（プロジェクト管理部事業計画官気付）

長官官房装備官等

防衛装備庁の電波の監理に関する訓令第１３条の規定により

下記のとおり上申する。

記

検査官適格者氏名

所 属

官職及び階級（級）

資格又は経歴

上記事項について、相違ないことを証明する。

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、縦に使用する。



別 記 様 式 第 ７ （ 第 １ ４ 条 関 係 ）

移動局等検査実施通知書

令和 年 月 日

長官官房装備官等 殿

検査官

官職 氏名

下記のとおり○○検査を行うので通知する。

記

検査対象機関名

検査対象移動局等

の承認番号及び種別

検査対象無線機材

の種類

検 査 年 月 日

そ の 他

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、縦に使用する。



別 記 様 式 第 ８ （ 第 １ ５ 条 関 係 ）

開始 終了 型式 周波数
空中線

電　力

　注１　機関名は、班、研究室等まで記入する。

  　２　「通信状況」欄は、明瞭度、混信及び空電等を記入する。　

  　３　「資格」欄は、省訓令別表第１の資格の種類を記入する。

  　４　「備考」欄は、機器故障の事実及びその原因と措置概要等を記入する。

  　５　無線機材各個について一葉とし、保存期限は５年とする。

  　６　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、横に使用する。

資　　格
無線資格者

氏　　　　名
備    考

装　　第　　号

（　　　．　　　．　　）

年月日

通信時間 使用電波
通　信

相手方

通　信

状　況

無線業務日誌
令和　　　年　　　月　　　日から

令和　　　年　　　月　　　日まで

無　　線　　機　　材　　名 型　式　番　号 製　造　番　号 無線局承認番号 機　　　　　　　関　　　　　　　名



別 記 様 式 第 ９ （ 第 １ ５ 条 関 係 ）

別 記 様 式 第 １ ０ （ 第 １ ５ 条 関 係 ）

無 線 機 材 一 覧 表

無線機材名 型式番号 製造番号 備 考

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、縦に使用する。

無 線 資 格 者 名 簿

所 属 官 職 氏 名 資 格 資格取得 備 考

年月日

注１ 機関名は、班、研究室等まで記入する。

２ 「資格」欄は、訓令別表第１の資格の種類を記入する。

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、横に使用する。



別 記 様 式 第 １ １ （ 第 １ ７ 条 関 係 ）

資格別 人  員 指示事項 措置

甲 有無別

乙

丙

特

計

注１　移動局等の種別は、省訓令第１２条に定める種別を記入する

  ２　機関名は、班、研究室等まで記入する。

  ３　「資格別」欄は、訓令別表第１の資格の種類を記入する。

  ４　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、横に使用する。

検査官

所  見

無線業務日誌

電波法令集禄

無
線
資
格
者

指示事項 呼出符号又は名称

書
類
検
査

書類名

無線局承認書

無線検査表

指示事項 措置
 無線機材名

型　式
番　号

製　造
番　号

記事及び判定

送信
設備

受信
設備

空中線
電源
設備

相互
干渉

判定

 機　　　関　　　名 総合判定

 無線局承認番号 装　　　第　　　　　号（　　．　　．　　） 検　査　官

移    動    局    等    検    査    報    告    書

移動局等の種別 検査年月日

検 　査　 区　 分 新  設     定  期     変  更      臨  時 検査場所



別 記 様 式 第 １ ２ （ 第 ２ ３ 条 関 係 ）

長官官房総務官等名

官職 ※

又は 判定

階級

注１　※印の欄は、記入しない。

　２　資格ごとに整理して記入する。

　４　「試験科目」欄は、次による。

   (1)　受験する資格に対応する試験科目以外の欄には、斜線を記入する。

   (3)　前回の試験に合格した科目について、該当する欄に 合 と記入する。

  ５　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、横に使用する。

  ３　「試験免除事項」欄は、省訓令第30条及び第31条の規定による免除を受けられる根拠資格名等を
    記入する。

   (2)  ３の項に係る受験者については、免除科目に該当する欄に 免 と記入する。ただし、法規の一部
      が免除される場合は、法規欄の中央に二分線を引き左側の部分に記入する。

英語
和文
電信

欧文
電信

和文
電話

欧文
電話（根拠）

受　　　験　　　者　　　名　　　簿 

（令和　　　年度） 

受験を希望
する資格名

所　   属 氏　　名

試験免除 試　　　　験　　　　科　　　　目

事　　項
法規 技術



別 記 様 式 第 １ ３ （ 第 ２ ４ 条 関 係 ）

資格別 特殊 備　　考

区分 陸上 海上 航空 陸上 海上 航空 陸上 海上 航空

合格者数

合格率

合格者数

合格率

　 備　考

 　注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、横に使用する。

総　合

科目別

試　　験　　実　　施　　成　　果　　要　　約　　表

試験実施責任者

甲種 乙種 丙種

受験者数



別 記 様 式 第 １ ４ （ 第 ２ ４ 条 関 係 ）

総 合 合 格 予 定 者 名 簿

無線資格名

試験実施責任者

番号 所 属 官職及び階級 氏 名

注１ 無線資格名ごとに別葉とする。

２ 「番号」欄は、記入しない。

３ 同上を示す場合は 「〃」を記入する。、

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、横に使用する。



別 記 様 式 第 １ ５ （ 第 ２ ４ 条 関 係 ）

科 目 別 合 格 予 定 者 名 簿

無線資格名

試験実施責任者

番号 所 属 官職及び階級 氏 名

注 別記様式第１４の注と同様とする。


